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『和漢朗詠集』の排列基盤 

 
日本文学専修 学部３年 

百井 花 
 
 

はじめに 

『和漢朗詠集』は平安時代中期に成立した藤原公任撰の詩歌集である。『和漢朗詠集』

の研究は詩句や和歌の解釈、出典、他作品への影響などにおいて豊富であるが、排列をは

じめとする編纂意識に関する研究はほとんど行われていない。数少ない編纂意識の研究

も、一部の項目のみが論じられている。排列の性質上、一部の項目のみから検討した編纂

意識が『和漢朗詠集』全体に通底するとは言い切れず、より全体的な考察を要すると思わ

れる。そこで本研究では、最初に全項目共通の意識を捉えたうえで各項目の編纂意識を詳

らかにしたい。 
 全項目共通の意識とは何か。『和漢朗詠集』の排列は「中国漢詩句（散文→韻文）・日本

漢詩句（散文→韻文）・和歌」と展開することは既に指摘されている。また、先行研究で

はっきりとは指摘されていないものの、各項目のなかは作者の年代順によって整列されて

いる。これら二つは全項目共通の規則だと思われる。 
 これら二つの規則の例外にこそ、撰者の強いこだわり延いては編纂意識を読み取れるの

ではないか。本研究ではまず全項目から二つの規則の例外を抽出したうえで分類し、どの

ような意図をもって規則の例外となったかを考察することで撰者の編纂意識を明らかにし

たい。本研究の目的は『和漢朗詠集』における撰者の編纂意識を明らかにすることであ

り、規則の例外以外にも端緒となるものは広く言及する。 
 使用するテキストは『御物倭漢朗詠集』を底本とする『現代語訳付き和漢朗詠集』（三

木雅博、平成二五年、角川ソフィア文庫）である。 
 

例外の抽出・分類 

 『和漢朗詠集』全項目の作者とその年代を表にまとめ1、その例外2を抽出した。各項目

から「中国賦」「中国詩」「日本賦」「日本詩」「和歌」それぞれを 1単位として例外を数え
ると全体で 49単位3になった。これらの例外を分類すると、以下の通りである。 
 
A．「中国漢詩句→日本漢詩句→和歌」となっていないもの（3単位） 
3 元方 ？～953 
325 都在中 未詳（平安中期） 
386 未詳 未詳 

四、明清：「避重字」をめぐる作詩と批評の合流

宋代の科挙試験の詩の評価や詩話類の議論を通して明確になった「詩当避重字」説は、

続く明清においてはどのような形で継承されたのだろうか。

結論を先に述べるならば、「詩当避重字」の規則が一般化する中で、明代の批評家た

ちは改めて古人の詩作を真正面から検討するようになった。胡震亨『唐音癸籤』巻四は、

古人の詩に使用された「重字」を古人の過ちと見なし批判する。さらに、同世代の詩人

たちに対して、古人の詩に重字があることで自分の詩の重字使用を正当化してはいけな

いと戒めた。また、費經虞『雅倫』は、唐の宣宗が試験官に重字を尋ねたという逸話を

取りあげた際に、それに「五律不重用字自此始」という注を記している。無論、事実と

は異なるが、費氏の目からみると、「重字を避ける」という規制は五言律詩に適用され

ることから始まったのである。こうして明代の評論家が自覚的に「避重字」の源流を探

るようになったことは、「避重字」説の影響力が広まっていたことを示唆していよう。

「避重字」説の影響は批評の面にとどまらず、近体詩の創作の面にも及んでいる。明・

胡應麟は『詩藪内編』卷五において、杜甫・白居易の重字を批判すると同時に、自らの

「哭長公詩」に重字が少ないことを誇っている。つまり、重字を避けない古人の詩を批

判するだけでなく、自らの創作にも「重字を避ける」という要求を徹底するのである。

この例は、「詩当避重字」をめぐる批評と創作が初めて明確に合流したことを示すもの

として大いに注目される。

つづく清代の詩人・評論家は、おおむね明代の見方を継承している。例えば、清・黄

生『唐詩摘抄』卷一は、重字が使用された唐詩を論じた際に「后人不可爲法」と述べる。

これは言い換えれば、「重字を避ける」ことこそが「法」＝規則であるという見方であ

る。また、許印芳『律髓輯要』は近体詩の選集である『瀛奎律髓』に収められる詩の重

字を一々指摘し、「犯复」「犯重」などと批判している。

五、おわりに

以上、「詩当避重字」という近体詩の規制について、時系列に沿う形で考察してきた。

唐代において劉禹錫が初めて近体詩における重字の使用に眼を向けた。宋代になると、

「重字」は作詩上の重要な問題として認識されるようになるが、「詩当避重字」をめぐ

る詩の創作者と批評者の態度はなお判然と異なっていた。だが、明代に至って「詩当避

重字」という基準・規則は批評者と創作者の両方に広く受け入れられた。

本研究を通して、「詩当避重字」という考え方の形成および発展のプロセスを明らか

にしたが、「詩当避重字」という規則が創作と批評においてどのような意義・効果を有

していたのか、他のさまざまな作詩上の規則とどのように関わっていたのか、それらの

詳細については今後さらに考察を深めてゆく必要がある。
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り、実際はテーマごとに本規則は順守されている。全体を通して確実に守られる本規則は

『和漢朗詠集』の編纂において非常に重要であり、強く意識されていたことがわかる。 
 
B．作者の年代順となっていないもの 
a．村上天皇 
 村上御製は全部で四作収められている。前後が作者未詳で分析できない一例を除いて

は、いずれも日本漢詩句あるいは和歌の冒頭に排されている。巻頭歌を意識した排列だと

思われる。『新古今和歌集』頃になると、天皇御製は意識的に巻頭・巻軸に置かれること

がある。巻頭・巻軸歌は特別な配慮がなされる場所として歌集編纂の重要な位置を占める

ようになったのである。この傾向は『和漢朗詠集』成立当時にはみられない。 
撰者が村上御製を冒頭に排したのは、聖代思想に起因すると思われる。一条朝の文人・

小野宮家という視座から聖代思想を支持したのである。 
 村上天皇は醍醐天皇と並んで聖帝とされ、その治世は文運隆昌・人事公正の理想的な「聖

代」であったと評される。一条朝において、村上天皇を聖帝とみなす姿勢は強い不遇意識を

持つ文人貴族層をはじめ貴族層全体に行き渡ったとされる。 
撰者の小野宮家はもともと藤原北家嫡流であったが、傍流の九条家台頭により政治の主

導権を奪われたとされる。人事面への不満も募っていたとみえる。撰者もまた、そのよう

に不遇意識を抱く文人中級貴族の一員なのである。 
小野宮家が第一流として活躍していた時代が村上朝である。関白の忠平、右大臣の師

輔、左大臣の実頼など、小野宮家が村上朝において重用されていたことがうかがえる。撰

者にとって、小野宮家の栄光の時代として村上朝が鎮座するのである。また、小野宮家長

者である実資も聖代思想を抱くと先行研究4で指摘されている。それによると、「実資にあ

っては、とくに道長に対する憤懣が過去の延喜天暦を美化せしめているように考えられる

のである。」とある。九条家たる道長の専横への反感が、聖代思想を加速させるのであ

る。九条家に第一流を追われた小野宮家の一員として、聖代思想を抱いたと考えられる。 
 
b．元白 
 白の方が早い生まれであるが、一例を除いて全て元が先行している。白と元が「元白」

という呼称で定着しているため、その順番で排列されたと推察できる。「元白」という呼

称は漢籍と国書両方にみえる。撰者と交流の深い文人である具平親王にも用例がある。ま

た、白と元二人の詩をまとめた『元白詩筆』がある。839年に唐人の貨物から発見され、
天皇に献上された。これは白居易詩文の最も早い伝来の記録とされる。最も早い時点で

「元白」と称されていたのである。 
 
c. 勧学会 
 勧学会とは村上天皇の 964 年に始まり、紀伝道学生・文人が比叡山天台の僧侶とともに

 
B．作者の年代順となっていないもの（46単位） 
 
a． 村上天皇 
89 村上御製 926～967 
90 江相公 886～957 
91 菅三品 899～981 
92 菅三品 899～891 
378 村上御製 926～967 
379 菅 845～903 
380 尊敬 ？～953,4 
600 村上御製 926～967 
601 空也上人 903～972 
602 伝教大師 767～822 
603 左相府 966～1027 

 
 
 
c. 勧学会 
590 保胤 ？～1002 
591 後中書王 964～1009 
592 匡衡 952～1012 
593 保胤 ？～1002 
594 斉名 957～999 
595 野 802～852 
596 斉名 957～999 
597 以言 955～1010 
598 保胤 ？～1002 
599 同前 ？～1002 

 

 
b． 元白 
9 元 779～831 
10 白 772～846 
65 元 779～831 
66 白 772～846 
67 白 772～846 
435 白 772～846 
436 元 779～831 
540 元 779～831 
541 白 772～846 
542 温庭筠 812～870 
706 元 779～831 
707 白 772～846 
708 白 772～846 

 
d．その他 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

例外の考察 

A．「中国漢詩句→日本漢詩句→和歌」となっていないもの 
いずれも項目内に二つのテーマが詠まれている。「雁付帰雁」「氷付春氷」のようにテー

マが複数であることが明示されているものだけでなく、「立春」のように黙示される場合

もある。規則を破って唐突に挿入されたようにみえる詩歌はテーマの切り替えに面してお
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後期読本における「冤魂」「冤鬼」 

―曲亭馬琴の記述を中心に― 

 

日本文学 博士前期課程２年 

池田 真紀子 

１，後期読本における「冤魂」「冤鬼」 

『南総里見八犬伝』に代表される後期読本は、因果応報・勧善懲悪の筋書きをもつ、江戸時

代後期の小説の一ジャンルである。初期の後期読本（寛政期末1～文化期前半＜1799～1810

＞頃の諸作とする）のうち、最多の作品数がある半紙本形態の読本には、幽霊の趣向が多い。

そこでは、幽霊に対して「幽霊」「死霊」、その他、同様の意味と推測される「冤魂〔えんこん〕」「冤

鬼〔えんき〕」2という表現も見られる。後期読本の前身である前期読本3や、百物語を扱う浮世草子

や仮名草子4にも類似の傾向があるが、幽霊に対して「幽霊」「鬼」「死霊」「亡霊」の語が使われ

る一方で、「冤魂」「冤鬼」の語は見られない。後期読本に突然登場するようになった、この二語

の、作品内における意味合いや、使われ方はどのようなものだろうか。 

本発表では、主要作者である曲亭馬琴（以下、馬琴）による「冤魂」「冤鬼」への見解に注目し、

作品におけるその様相の一端を明らかにしたい。なお、後期読本の諸作では、この二語を区別

せず用いる傾向が見られるため、概ね同じ意味をさす語として扱う。 

２，馬琴の「冤鬼」観 

まず、馬琴の評伝や随筆から、その「冤鬼」観を分析する。天保五年の『近世物之本江戸作

者部類』（以下、『作者部類』）では、同時代の他の作者への評価が示されており、「巻之二上読

本作者部第一」の「山東庵京伝」では、「これにより又『安積沼5』五巻を綴る（中略）こは俳優小

幡小平治〔こはだこへいじ〕が冤鬼の怪談を旨として作れり。」6とある。作中の小平次は、妻とその

 
1 後期読本の初作とされる山東京伝作『忠臣水滸伝』の前編は、寛政 11年<1799>に刊行されている。 
2 以下の本文では、読みの難しい語の直後に〔○○〕と、発表者が振り仮名を付してある。 
3 前期読本の都賀庭鐘作『英草紙〔はなぶさぞうし〕』（寛延二年）における「㊄紀任重〔きのとうしげ〕陰司

〔いんし（めいど）〕に至り滞獄〔くじ〕を断〔わ〕くる話」では、地獄で裁判を待つ死者たちに対して、「怨鬼」

「冤魂」という語が使われるが、文脈からして、現世に出現する幽霊ではない。（『新編日本古典文学全集

78』（小学館、1995年）の、『英草紙』（中村幸彦校注・訳）を参照。） 
4 叢書江戸文庫２『百物語怪談集成』（国書刊行会、1987年）、叢書江戸文庫 27『続百物語怪談集成』

（国書刊行会、1993年）を参照。 
5 山東京伝作『復讐奇談安積沼〔ふくしゅうきだんあさかのぬま〕』（以下、『安積沼』）をさす。 

6 曲亭馬琴著、徳田武校注『近世物之本江戸作者部類』（岩波書店、2014年）の 179頁を参照。 

行った法会である。中心的存在は慶滋保胤である。紀伝道学生・文人らは、浄土教と白居易

を主として、文学と仏道の調和を目指したとされる。 
「仏事」項目は実に、勧学会にまつわる詩歌が多い。588番詩と 599番詩は『三宝絵詞』
の勧学会にまつわる記述にみえる。特に、588 番詩は先行研究5では勧学会の志向にかかわ

るとされる。 
 また、日本人漢詩十作のうち、作者は 591番詩の具平親王と 595番詩の小野篁を除いて
全員が勧学会結衆であることがわかる。具平親王は勧学会の中心的存在である保胤に幼少

から師事しており、結衆の大江匡衡との交流も知られる。勧学会とは近い存在である。 
 十作のうち、約半数である四作は勧学会にまつわる詩だと思われる。勧学会で詠まれたと

明らかにわかるものは 593番詩と 594番詩である。加えて、598番詩と 599番詩も勧学会
の作だと推定できる。 
 また、和歌の最後である 603 番歌が道長作であることも注目すべきである。勧学会は一
時廃絶したが、のちに復興される。勧学会の復興に一役買ったのが、道長とされる。撰者は

道長を第二期勧学会の援助者として捉え、巻軸に据えたのではないだろうか。撰者の勧学会

への関心は第一期だけでなく、第二期にまで及ぶのである。 
  
おわりに 

本研究では『和漢朗詠集』における撰者の編纂意識を明らかにせんとした。特に、全項

目から二つの規則の例外を抽出したうえで分類し、どのような意図をもって規則の例外と

なったかを考察した。 
 初めに、「中国漢詩句→日本漢詩句→和歌」となっていない例を確認すると、いずれも

一つの項目内に二つのテーマが詠まれており、テーマごとでは規則が順守されていた。そ

のため、この規則に反する例はなかったといえる。なお、一つの項目内にテーマが複数あ

ることは明示されているものだけでなく、黙示される場合もあることがわかった。 
 次に、作者の年代順になっていないものを村上天皇、元白、勧学会、その他へと分類し

た。村上天皇グループでは、撰者が村上天皇を項目の最初に排列すること、これは一条朝

に盛んとなった聖代思想に起因することが明らかとなった。また、元白グループでは「元

白」呼称の定着などにより、撰者自身にとって自然な排列が、年代順の規則に優越する場

合があることがわかった。勧学会グループでは、「仏事」項目では勧学会にまつわる詩歌

を多数採用しており、勧学会を意識した構成であることが明かされた。

 
 

1 作者名と生没年については『平安時代史事典』、『和歌文学大辞典』、『現代語訳付き和漢朗詠集』を参考
とした。 
2 作者名や生没年が未詳で、年代順になっているか正しく判断できないものについては例外の抽出から除
いた。 
3 『和漢朗詠集』全体を単位分けすると 419単位である。例外の割合は約 11％である。 
4 『延喜天暦時代の研究』（林陸朗「所謂「延喜天歴聖代説」の成立」、昭和四四年、吉川弘文館） 
5 「勧学会－狂言綺語観の展開⑴－」（中川徳之助、昭和三〇年、国文学攷 14号） 
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